	慶弔見舞金規程


(　例　)
○○○○

　第１章　総　則

（目　的）

第１条　 この規程は、就業規則第○条に基づき慶弔見舞金に関する事項を定める。　

（慶弔見舞金の種類）

第２条　 慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
・結婚祝金

・出産祝金

・死亡弔慰金

（支給日）

第３条　 慶弔見舞金は、支給事由発生後できるだけすみやかに支給するものとする。

（勤続年数）

第４条　 この規程における勤続年数の計算は、採用の日から支給事由の日までの満年数とする。
（適用範囲）

第5条 この規程における慶弔見舞金の支給対象者は、就業規則第○条に定める従業員とする。
契約社員、臨時社員およびパートタイマー（アルバイトを含む）には支給しない。

　第２章　結婚祝金

（結婚祝金）

第６条　 従業員が結婚したときは、次の区分により結婚祝金を支給する。

ただし、勤続3か月未満のものには本規定を適用しない。

	勤続3年未満
	30,000円

	勤続3年以上
	50,000円


第３章　出産祝金

（出産祝金）

第７条　 女子従業員および配偶者が出産したときは、次により祝金を支給する。ただし、勤続3か月未満のものには本規定を適用しない。

	出産1回につき
	10,000円


　

（死産の場合）

第８条　 死産の場合は、出産祝金は支給しない。

　第４章　死亡弔慰金

（死亡弔慰金）

第９条　 従業員またはその家族が死亡した場合は、次の各号により弔慰金を支給する

1． 本人の死亡弔慰金

1． 業務上の事故による死亡のとき

	勤続3年未満
	100,000円

	勤続3年以上
	200,000円


2． 業務上に起因しない事由による死亡のとき

	勤続3年未満
	50,000円

	勤続3年以上
	100,000円


2． 特に功労のあった従業員に対しては、弔慰金の額を増加することがある。

3． 家族の死亡弔慰金

　従業員の配偶者、子女および父母が死亡したときは、次の区分により弔慰金を香典として供する。

　　　
	区　分
	勤続３年以上
	勤続３年未満

	配偶者

子　女

実父母

養父母
	50,000円

30,000円

30,000円

10,000円
	25,000円

15,000円

15,000円

5,000円


（付則）

この規程は、平成　　年　　月　　日から施行する。
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